
 

 

 

○概 要 

近年、県内市町村の技術系職員は減少しており、５年に一度の公共インフラ施設の定 

期点検業務が大きな負担となっています。県内市町村が管理する公共インフラ施設の老 

朽化対策の促進と技術力向上のため、平成２５年度から定期点検の委託を希望する市町 

村から、点検業務を県が受託して技術支援を進めています。 

○メリット 

・発注・監督等の業務負担の軽減 

・県の点検とほぼ同仕様で実施 

○受託内容 

・積算、設計書作成、発注・契約、監理、受託業者との協議、変更・精算、検査 

・委託市町村とは協定締結 

○受託実績・予定 

【平成 28 年度実績】 

有田市、高野町、湯浅町、印南町(橋梁点検) 

【平成 29 年度実績】 

有田市、高野町、湯浅町、印南町(橋梁点検) 

【平成 30 年度実績】 

有田市、高野町、印南町(橋梁点検) 

【令和元年度実績】 

高野町(橋梁点検) 

【令和２年度実績】 

高野町、北山村(橋梁点検) 

  
     

 

 

 

 

土 木 構 造 物 の 点 検 業 務 の 受 託 

県・市町村・点検業者との 3 者協議 

  県庁担当 ：丹下芳弘、坂口武弘、和田武晴、久保省生 

        TEL 073-441-3872(直) FAX 073-427-0311 

  西牟婁分室：曲里英晃、寺田拓司 

        TEL 0739-26-7953(直) FAX 0739-26-7901 
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